
岡山市の合併処理浄化槽設置補助金制度について  
 

１ 対象地域 

   ①公共下水道の計画のない地域または整備が７年以上見込まれない地域 

  ②農業集落排水施設による処理区域を除く地域 
  ※ただし、宅地開発時に集中浄化槽の設置を指導された一定規模以上の住宅団地 

は補助対象になりません。 
 

岡山市下水道等情報マップで確認 

（①～③のいずれかの方法で確認できます） 

電子申請サービスで問合せ 

（①～②のいずれかの方法で確認できます） 

①岡山市ホームページ中の 

 ホーム＞くらしの情報＞水道・下水道・し尿・  

 浄化槽＞浄化槽＞合併処理浄化槽の補助金関係 

＞合併処理浄化槽の補助金について  

の「（1）岡山市下水道等情報マップから確認する

方法」をご覧ください。 

②右のQRコードを読み取ってくだ

 さい。（岡山市ホームページの 

 「合併処理浄化槽の補助金につい

 て」のページに移ります。） 

③下のアドレスを直接入力してください。 

 http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamac

ity/PositionSelect?mid=8016  

※「農業集落排水施設による処理区域」や「岡山

市下水道等情報マップ」で確認できないなどお

困りの方はこちらによりお問い合わせください。 

 

①岡山市ホームページ中の 

 ホーム＞くらしの情報＞水道・下水道・し尿・

  浄化槽＞浄化槽＞合併処理浄化槽の補助金関係 

＞合併処理浄化槽の補助金について  

の「（2）浄化槽対策室に問い

合わせる方法」をご覧くださ

い。 

②右のQRコードを読み取ってく 

  ださい。（電子申請サービスの

 ページに移ります。） 

 

２ 補助金額（令和７年度） 

（１）合併処理浄化槽の設置 

 人 槽     金   額    人 槽      金  額   
５人 ３３２，０００円  11～20人  ９３９，０００円

７人 ４１４，０００円  21～30人  １，４７２，０００円

10人 ５４８，０００円  31～50人  ２，０３７，０００円
 

（２）汲取り便所から合併処理浄化槽への設置替え（①＋②＋③） 

①上記（１）に定める金額 

  ②宅内配管工事に要する費用の額（３０万円を上限とする。） 
   ※ 建替に伴い汲取り便所から合併処理浄化槽に設置替えする場合を除く 
  ③汲取り便槽撤去工事に要する費用の額（９万円を上限とする。） 
   ※ 汲取り便槽を完全に撤去する場合に限る（一部撤去する場合を除く） 

   ※ 建替に伴い汲取り便所から合併処理浄化槽に設置替えする場合も含む 
   ※ 申請前に汲取り便槽を撤去した場合は対象外 

 

 

（裏面もご確認ください） 
 

 ①浄化槽設置工事補助（人槽毎 ３３．２ ～ ２０３．７ 万円） 

加算部分 
②宅内配管工事補助（上限 ３０ 万円） 

③便槽撤去補助（上限 ９ 万円） 

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamac


 
（３）単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への設置替え（①＋②） 

①上記（１）に定める金額  
②宅内配管工事に要する費用の額（３０万円を上限とする。） 

   ※ 建替に伴い単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に設置替えする場合を除く 

 

３ 主な支給条件 
 
   ①申請者が住むための専用住宅であること 

・共同住宅、借家目的の建物は補助対象になりません。 
・店舗等併用住宅については、居住部分が延べ床面積の２分の１以上あれば原則 

として補助対象になります。 

※セカンドハウスのような多拠点住宅も条件により補助対象になります（新築を除く）。 

 
   ②市税（延滞金含む）の滞納が無いこと 

 
   ③汚水処理未普及解消につながる合併処理浄化槽の設置であること 

   ・合併処理浄化槽の設置された家屋の建替・増築、合併処理浄化槽の更新など 

は補助対象になりません。 

※自然災害に伴い必要となった合併処理浄化槽の設置を除く。 

 
  ④設置工事が浄化槽工事の技術上の基準及び岡山市合併処理浄化槽設置 

整備事業補助金交付要領などに沿って適切に施工され、その過程が 

工事写真等で確認できること 

 
  ⑤年度末の３月１５日までに設置工事（建物工事、宅内配管や必要な撤去工事 

   も含みます）を完了し実績報告書を提出できること 

・設置工事及び補助金申請は年度をまたがることができません。 

 

  ⑥同一年度内に既に補助金の交付を受けた方は補助対象になりません。 

   ※自然災害に伴い必要となった合併処理浄化槽の設置を除く。 
 

４ その他 
   設置工事着工後、並びに完了後の申請は、補助対象になりません。必ず、 

  事前に申請し補助金交付決定通知が出た後に、設置工事に取りかかって 

  ください。 

   なお、やむを得ない事情がある場合を除き工事完了後１年以内に浄化槽の 

  使用を開始してください。 

 また、補助金の交付を受けて設置された合併処理浄化槽には補助年度の 

翌年度から起算して７年間の財産処分制限期間があります。 

 

 

問い合わせ先 
岡山市環境局環境部環境保全課浄化槽対策室 
電話：086-803-1294      FAX：086-803-1887 


